
(57)【要約】

【課題】複数の遊技機から排出される遊技媒体を、遊技

媒体回収装置を介して集積部に集積させる遊技機島にお

いて、遊技機の下方に、遊技者の足が入り込む足入れ空

間を形成するにあたり、十分な奥行き寸法が確保された

足入れ空間を形成できるようにする。

【解決手段】複数の遊技機２が左右方向に並設されると

ともに、複数の前記遊技機２から排出される遊技媒体を

、遊技媒体回収装置３を介して集積部４に集積させる遊

技機島１であって、前記遊技機２の下方に、遊技者の足

が入り込む足入れ空間１０を形成するにあたり、前記遊

技媒体回収装置３を、前記足入れ空間１０の上方又は下

方に配置する。

【選択図】図３
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 遊 技 機 が 左 右 方 向 に 並 設 さ れ る と と も に 、 複 数 の 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技
媒 体 を 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 介 し て 集 積 部 に 集 積 さ せ る 遊 技 機 島 で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る に あ た り 、 前 記 遊 技
媒 体 回 収 装 置 を 、 前 記 足 入 れ 空 間 の 上 方 又 は 下 方 に 配 置 し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 遊 技 機 島 の 下 部 は 、 モ ジ ュ ー ル 化 さ れ た 下 部 フ レ ー ム に よ っ て 形 成 さ れ る 請 求 項 １
記 載 の 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 下 部 フ レ ー ム は 、 左 右 方 向 に 連 続 す る 第 一 フ レ ー ム 要 素 と 、 当 該 第 一 フ レ ー ム 要 素
か ら 前 後 方 向 に 延 出 す る 第 二 フ レ ー ム 要 素 と を 一 体 的 に 備 え る 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 一 フ レ ー ム 要 素 及 び ／ 又 は 前 記 第 二 フ レ ー ム 要 素 は 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉
を 防 ぐ 仕 切 り 部 材 に 兼 用 さ れ る 請 求 項 ３ 記 載 の 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 複 数 の 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 前 記 集 積 部 に 向
け て 水 平 搬 送 す る 水 平 搬 送 機 構 を 備 え る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 前 記 遊 技 機 単 位 で 構 成 さ れ 、 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技
媒 体 を 前 記 集 積 部 に 向 け て 傾 斜 誘 導 す る 個 別 樋 と 、 当 該 個 別 樋 の 終 端 部 に 到 達 し た 遊 技 媒
体 を 下 流 個 別 樋 の 始 端 部 ま で 搬 送 す る 台 間 搬 送 機 構 と を 備 え る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に
記 載 の 遊 技 機 島 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 遊 技 媒 体 を 前 記 集 積 部 に 向 け て 傾 斜 誘 導 す る 共 通 樋 と 、 前 記
遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 前 記 共 通 樋 上 に 揚 送 す る 揚 送 機 と を 備 え る 請 求 項 １ ～ ４
の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 島 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 ホ ー ル に 構 成 さ れ る 遊 技 機 島 に 関 し 、 特 に 、 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が
入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 備 え た 遊 技 機 島 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 パ チ ン コ 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン な ど の 遊 技 機 は 、 通 常 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 備 え た 遊 技 機
島 に 設 置 さ れ る 。 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 複 数 の 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 集 積 部 に
集 積 さ せ る も の で あ り 、 集 積 さ れ た 遊 技 媒 体 は 、 例 え ば 、 揚 送 機 や 研 磨 機 を 介 し て 再 び 遊
技 機 に 供 給 さ れ る 。
　 一 般 的 な 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 樋 方 式 の も の で あ り 、 樋 の 勾 配 （ 約 ５ ％ ） を 利 用 し て 遊
技 球 の 搬 送 が 行 わ れ る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
　 ま た 、 遊 技 媒 体 を 水 平 方 向 に 搬 送 す る ベ ル ト コ ン ベ ア 方 式 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 も 提 案 さ
れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ２ 参 照 ） 。 こ の よ う な 方 式 に よ れ ば 、 樋 に よ る 搬 送 が 困 難 な
メ ダ ル の 回 収 、 集 積 が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 と こ ろ で 、 遊 技 者 は 、 遊 技 機 の 前 方 に 設 け ら れ る 椅 子 に 座 っ て 遊 技 を 行 う が 、 通 常 、 遊
技 機 の 設 置 間 隔 や 、 遊 技 機 と 椅 子 の 間 隔 は 、 遊 技 機 の 設 置 効 率 上 、 必 要 最 小 限 に 抑 え ら れ
て い る の で 、 遊 技 者 が 窮 屈 な 姿 勢 を 強 い ら れ る 可 能 性 が あ る 。
　 そ こ で 、 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る こ と が 提 案 さ れ
て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 ３ ～ ７ 参 照 ） 。 こ の よ う に す る と 、 遊 技 者 は 、 足 を 伸 ば し た 楽
な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が で き る の で 、 遊 技 に よ る 疲 労 を 軽 減 で き る 。
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【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ２ ４ ２ ８ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ２ ８ ４ ８ ５ ９ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 実 開 平 ６ － ３ ９ ０ ６ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 平 ８ － ８ ９ ６ ５ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ５ 】 特 開 平 ８ － ２ ４ ３ ２ ５ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ６ 】 特 開 平 １ ０ － １ ７ ９ ９ ０ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 ７ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ７ ２ １ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 遊 技 機 島 の 内 部 に お い て は 、 通 常 、 遊 技 機 よ り も 低 い 位 置 に 遊 技 媒 体 回
収 装 置 が 配 置 さ れ て い る の で 、 遊 技 機 の 下 方 に 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る 場 合 、 そ の 奥 行 き 寸
法 が 遊 技 媒 体 回 収 装 置 に よ っ て 制 限 さ れ 、 形 成 で き る 空 間 に は 一 定 の 限 界 が あ っ た 。
　 ま た 、 遊 技 機 の 下 方 に 単 に 足 入 れ 空 間 を 形 成 し た 場 合 、 遊 技 機 を 支 え る た め の 剛 性 が 低
下 し て し ま い 、 遊 技 機 島 が 傾 く 等 の お そ れ も あ っ た 。 こ の よ う な 剛 性 低 下 は 、 特 に パ チ ン
コ 機 に お け る 前 後 方 向 に つ い て は 、 入 賞 口 に 対 す る 遊 技 球 の 入 賞 率 に 影 響 を 与 え る こ と に
な る た め 、 遊 技 機 島 の 前 後 方 向 の 傾 き に 対 す る 剛 性 低 下 は き わ め て 重 要 な 問 題 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 の 事 情 に か ん が み な さ れ た も の で あ り 、 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が
入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る に あ た り 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法 が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 を 形
成 で き る 遊 技 機 島 の 提 供 を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 本 発 明 の 遊 技 機 島 は 、 請 求 項 １ に 記 載 す る よ う に 、 複 数 の 遊 技
機 が 左 右 方 向 に 並 設 さ れ る と と も に 、 複 数 の 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 、 遊 技
媒 体 回 収 装 置 を 介 し て 集 積 部 に 集 積 さ せ る 遊 技 機 島 で あ っ て 、 前 記 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技
者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る に あ た り 、 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 、 前 記 足 入 れ
空 間 の 上 方 又 は 下 方 に 配 置 し た 構 成 と し て あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 備 え る 遊 技 機 島 で あ っ て も 、 遊 技 機 の 下 方 に 、
十 分 な 奥 行 き 寸 法 が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る こ と が で き る 。
　 こ れ に よ り 、 遊 技 者 は 、 よ り 楽 な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 に な る の で 、 遊 技 に よ る
疲 労 を 更 に 軽 減 で き る 。
　 ま た 、 遊 技 機 と 椅 子 の 間 隔 を 縮 め る こ と が で き る の で 、 遊 技 機 島 間 の 通 路 を 広 く し た り
、 遊 技 機 島 の 間 隔 を 縮 め て 遊 技 機 の 設 置 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 遊 技 機 島 の 下 部 は 、 モ ジ ュ ー ル 化 さ れ た 下 部 フ
レ ー ム に よ っ て 形 成 さ れ る 構 成 と し て あ る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 機 島 の 下 部 構 造 を 簡 略 化 で き る だ け で な く 、 本 発 明 の 遊 技 機 島
を 短 期 間 で 施 工 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ３ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 下 部 フ レ ー ム は 、 左 右 方 向 に 連 続 す る 第 一 フ レ
ー ム 要 素 と 、 当 該 第 一 フ レ ー ム 要 素 か ら 前 後 方 向 に 延 出 す る 第 二 フ レ ー ム 要 素 と を 一 体 的
に 備 え る 構 成 と し て あ る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 機 島 に 必 要 な 剛 性 を 確 保 し つ つ 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法 が 確 保 さ れ
た 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 第 一 フ レ ー ム 要 素 及 び ／ 又 は 前 記 第 二 フ レ ー ム
要 素 は 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉 を 防 ぐ 仕 切 り 部 材 に 兼 用 さ れ る 構 成 と し て あ る 。
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　 こ の よ う に す る と 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉 を 防 ぐ こ と が で き る だ け で な く 、 部 材 の
兼 用 に よ り 構 造 の 簡 略 化 や コ ス ト ダ ウ ン が 図 れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ５ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 複 数 の 前 記 遊 技 機 か ら 排
出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 前 記 集 積 部 に 向 け て 水 平 搬 送 す る 水 平 搬 送 機 構 を 備 え る 構 成 と し て あ
る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 足 入 れ 空 間 の 上 方 又 は 下 方 に 配 置 し て も 、 遊 技
機 か ら 排 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 確 実 に 集 積 部 に 集 積 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 前 記 遊 技 機 単 位 で 構 成 さ
れ 、 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 前 記 集 積 部 に 向 け て 傾 斜 誘 導 す る 個 別 樋 と 、 当
該 個 別 樋 の 終 端 部 に 到 達 し た 遊 技 媒 体 を 下 流 個 別 樋 の 始 端 部 ま で 搬 送 す る 台 間 搬 送 機 構 と
を 備 え る 構 成 と し て あ る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 足 入 れ 空 間 の 上 方 に 配 置 し て も 、 遊 技 機 か ら 排
出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 確 実 に 集 積 部 に 集 積 す る こ と が で き る 。
　 し か も 、 個 別 樋 と 台 間 搬 送 機 構 は 、 遊 技 機 単 位 で モ ジ ュ ー ル 化 が 可 能 な の で 、 遊 技 機 の
設 置 台 数 が 相 違 す る 遊 技 機 島 に 柔 軟 に 対 応 で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ７ に 記 載 す る よ う に 、 前 記 遊 技 媒 体 回 収 装 置 は 、 遊 技 媒 体 を 前 記 集 積 部 に
向 け て 傾 斜 誘 導 す る 共 通 樋 と 、 前 記 遊 技 機 か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 前 記 共 通 樋 上 に 揚 送
す る 揚 送 機 と を 備 え る 構 成 と し て あ る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 足 入 れ 空 間 の 上 方 に 配 置 し て も 、 遊 技 機 か ら 排
出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 確 実 に 集 積 部 に 集 積 す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 の 遊 技 機 島 に よ れ ば 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 備 え る 遊 技 機 島 で あ っ
て も 、 遊 技 機 の 下 方 に 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法 が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 を 形 成 す る こ と が で き
る 。
　 こ れ に よ り 、 遊 技 者 は 、 よ り 楽 な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 に な る の で 、 遊 技 に よ る
疲 労 を 更 に 軽 減 で き る 。
　 ま た 、 遊 技 機 と 椅 子 の 間 隔 を 縮 め る こ と が で き る の で 、 遊 技 機 島 間 の 通 路 を 広 く し た り
、 遊 技 機 島 の 間 隔 を 縮 め て 遊 技 機 の 設 置 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 遊 技 城 島 の 好 ま し い 実 施 形 態 に つ い て 、 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。
［ 第 一 実 施 形 態 ］
　 ま ず 、 本 発 明 の 遊 技 機 島 の 第 一 実 施 形 態 に つ い て 、 図 １ ～ 図 １ １ を 参 照 し て 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 斜 視 図 、 図 ２ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形
態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ３ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島
（ 自 動 吸 殻 処 理 機 な し ） を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ４ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊
技 機 島 （ 自 動 吸 殻 処 理 機 あ り ） を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ５ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に
係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ １ ） を 示 す 斜 視 図 、 図 ６ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る
遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ ２ ） を 示 す 斜 視 図 、 図 ７ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技
機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ ３ ） を 示 す 斜 視 図 、 図 ８ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島
の 下 部 フ レ ー ム （ ４ ） を 示 す 斜 視 図 、 図 ９ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊
技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 部 分 正 面 図 、 図 １ ０ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊
技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 断 面 図 、 図 １ １ は 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 貯 留 タ
ン ク を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 １ ～ 図 ４ に 示 す よ う に 、 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 １ は 、 複 数 の 遊 技 機 ２
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と 、 複 数 の 遊 技 機 ２ か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 回 収 す る 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ と 、 遊 技 媒 体
回 収 装 置 ３ が 回 収 し た 遊 技 媒 体 を 集 積 す る 集 積 部 ４ と 、 集 積 部 ４ 内 の 遊 技 媒 体 の 揚 送 、 研
磨 、 貯 蔵 、 分 配 な ど を 行 う 遊 技 媒 体 処 理 装 置 ５ と 、 揚 送 さ れ た 遊 技 媒 体 を 複 数 の 遊 技 機 ２
に 供 給 す る 供 給 樋 ６ と 、 遊 技 媒 体 処 理 装 置 ５ や 供 給 樋 ６ で オ ー バ ー フ ロ ー し た 遊 技 媒 体 を
貯 留 す る 貯 留 タ ン ク ７ と 、 遊 技 者 が 獲 得 し た 遊 技 媒 体 を 計 数 す る 計 数 機 ８ と を 備 え て 構 成
さ れ て い る 。
　 各 遊 技 機 島 １ の 長 手 方 向 の 両 端 に は 、 妻 板 １ ０ １ が 備 え ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 第 一 実 施 形 態 の 遊 技 機 ２ は 、 遊 技 球 を 使 用 し て 遊 技 さ れ る パ チ ン コ 機 で あ り 、 左 右 方 向
に 並 び 、 か つ 、 背 中 合 わ せ と な る よ う に 、 遊 技 機 島 １ の 前 後 両 面 に 設 置 さ れ て い る 。 遊 技
者 は 、 各 遊 技 機 ２ の 前 方 に 設 置 さ れ る 椅 子 ９ に 座 っ て 遊 技 を 行 う 。 こ の と き 、 遊 技 者 の 足
は 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 形 成 さ れ る 足 入 れ 空 間 １ ０ に 入 り 込 ま せ る こ と が で き る 。 こ れ に よ
り 、 遊 技 者 は 、 足 を 伸 ば し た 楽 な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 に な り 、 遊 技 に よ る 疲 労 が
軽 減 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 は 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 、 上 記 の 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 す る に あ た り 、 遊 技 媒 体 回
収 装 置 ３ を 足 入 れ 空 間 １ ０ の 上 方 に 配 置 す る 。 こ れ に よ り 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ の 影 響 を
受 け る こ と な く 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法 Ｌ が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 す る こ と が 可 能
に な る 。 こ の よ う に す る と 、 遊 技 者 は 、 よ り 楽 な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 に な る の で
、 遊 技 に よ る 疲 労 を 更 に 軽 減 で き る 。 ま た 、 遊 技 機 ２ と 椅 子 ９ の 間 隔 を 縮 め る こ と が で き
る の で 、 遊 技 機 島 １ 間 の 通 路 を 広 く し た り 、 遊 技 機 島 １ の 間 隔 を 縮 め て 遊 技 機 ２ の 設 置 効
率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 遊 技 機 島 １ の 下 部 は 、 モ ジ ュ ー ル 化 さ れ た 下 部 フ レ ー ム １ １ に よ っ て 形 成 さ れ て い る 。
こ の よ う に す る と 、 遊 技 機 島 １ の 下 部 構 造 を 簡 略 化 で き る だ け で な く 、 本 発 明 の 遊 技 機 島
１ を 短 期 間 で 施 工 す る こ と が 可 能 に な る 。
　 図 ５ ～ 図 ８ に 示 す よ う に 、 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 左 右 方 向 に 連 続 す る 第 一 フ レ ー ム 要 素
１ ２ と 、 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ か ら 前 後 方 向 に 延 出 す る 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と を 一 体 的
に 備 え る 。 こ の よ う に す る と 、 遊 技 機 島 １ に 必 要 な 剛 性 を 確 保 し つ つ 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法
Ｌ が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 で き る 。
　 ま た 、 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ 及 び 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ は 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉
を 防 ぐ 仕 切 り 部 材 に 兼 用 さ れ て い る の で 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉 を 防 ぐ こ と が で き る
だ け で な く 、 部 材 の 兼 用 に よ り 構 造 の 簡 略 化 や コ ス ト ダ ウ ン が 図 れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 図 ５ 及 び 図 ６ に 示 す よ う な 板 構 造 で あ っ て も よ い し 、 図 ７ 及 び 図
８ に 示 す よ う に 一 部 を 柱 構 造 と し て も よ い 。
　 例 え ば 、 図 ５ に 示 す 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 左 右 方 向 に 沿 う 平 板 状 の 第 一 フ レ ー ム 要 素 １
２ と 、 前 後 方 向 に 沿 う 平 板 状 の 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と を 一 体 的 に 備 え て 構 成 さ れ る 。
　 ま た 、 図 ６ に 示 す 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 湾 曲 板 状 の 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ と 、 前 後 方 向
に 沿 う 平 板 状 の 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と を 一 体 的 に 備 え て 構 成 さ れ る 。
　 ま た 、 図 ７ に 示 す 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 左 右 方 向 に 沿 う 平 板 状 の 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２
と 、 前 後 方 向 に 沿 う 平 板 状 の 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と 、 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ の 前 後 両 端
部 に 立 設 さ れ る 柱 １ ４ と を 一 体 的 に 備 え て 構 成 さ れ る 。
　 ま た 、 図 ８ に 示 す 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 湾 曲 板 状 の 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ と 、 前 後 方 向
に 沿 う 平 板 状 の 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と 、 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ の 前 後 両 端 部 に 立 設 さ れ
る 柱 １ ４ と を 一 体 的 に 備 え て 構 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 図 ９ 及 び 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 本 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ は 、 複 数 の 遊 技 機 ２ か
ら 排 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 集 積 部 ４ に 向 け て 水 平 搬 送 す る ベ ル ト コ ン ベ ア 方 式 の 水 平 搬 送 機
構 で あ り 、 集 積 部 ４ 側 に 設 け ら れ る 駆 動 ロ ー ラ １ ５ と 、 島 端 側 に 設 け ら れ る テ ン シ ョ ナ ー
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１ ６ と 、 水 平 搬 送 経 路 に 沿 っ て 設 け ら れ る 多 数 の ガ イ ド ロ ー ラ １ ７ と 、 こ れ ら に 掛 け 回 さ
れ る 搬 送 ベ ル ト １ ８ と を 備 え て 構 成 さ れ 、 駆 動 ロ ー ラ １ ５ の 回 転 に 応 じ て 搬 送 動 作 を 行 う
。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 遊 技 機 ２ か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 は 、 ア ウ ト タ ン ク １ ９ で 計 数 さ れ る と と も に 、 方 向 転
換 さ れ て 搬 送 ベ ル ト １ ８ 上 に 落 下 し 、 集 積 部 ４ ま で 水 平 搬 送 さ れ る 。 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３
の 搬 送 能 力 は 、 パ チ ン コ 機 が １ ６ 台 （ ８ 台 × 両 面 ） 設 置 さ れ た 一 般 的 な 遊 技 機 島 １ の 場 合
、 １ ６ ０ ０ 球 ／ 分 （ 分 間 発 射 個 数 １ ０ ０ × １ ６ 台 ） を 多 少 越 え る 程 度 の 搬 送 能 力 が あ れ ば
よ い 。
　 搬 送 ベ ル ト １ ８ の 表 面 は 、 （ 例 え ば タ イ ミ ン グ ベ ル ト の よ う な ） 凹 凸 を 有 す る こ と が 好
ま し い （ 図 １ ０ 参 照 ） 。 こ の よ う に す る と 、 搬 送 ベ ル ト １ ８ 上 に お け る 遊 技 媒 体 の 転 動 を
抑 え 、 搬 送 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 足 入 れ 空 間 １ ０ の 上 方 で 遊 技 媒 体 を 水 平 搬 送 す る 本 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ は 、
ア ウ ト タ ン ク １ ９ の 遊 技 媒 体 排 出 高 さ よ り も 低 く 、 か つ 、 テ ー ブ ル ２ ０ の 上 面 よ り も 高 い
空 間 に 主 要 部 分 を 配 置 し な け れ ば な ら な い と い う 制 約 が あ る 。
　 本 実 施 形 態 で は 、 ガ イ ド ロ ー ラ １ ７ の う ち 、 搬 送 ベ ル ト １ ８ の 下 側 を 支 え る ガ イ ド ロ ー
ラ １ ７ ａ の 位 置 を 上 方 に オ フ セ ッ ト し て い る 。 こ れ に よ り 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ に お け る
主 要 部 分 の 高 さ 寸 法 を 抑 え 、 搬 送 ベ ル ト １ ８ の 搬 送 高 さ を 低 く す る こ と が で き る 。
　 こ こ で 、 テ ー ブ ル ２ ０ の 高 さ を 一 般 の テ ー ブ ル の よ う に 約 ７ ０ cm度 の 高 さ に す る と 、 更
に 快 適 さ が 得 ら れ る よ う に な る 。
　 ま た 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 テ ー ブ ル ２ ０ に 自 動 吸 殻 処 理 機 （ 吸 殻 を 島 端 ま で 自 動 的 に 搬
送 す る 装 置 ） ２ １ を 備 え る 遊 技 機 島 １ に お い て は 、 テ ー ブ ル ２ ０ の 下 面 が 約 ５ ０ ｍ ｍ 低 く
な る の で 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ の 設 置 余 裕 が 大 き く な る と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 従 来 で は 、 バ ッ フ ァ 機 能 と し て 遊 技 機 島 の 下 部 に 貯 留 タ ン ク を 設 置 し て い た が 、 本 発 明
の よ う に 、 遊 技 機 島 １ の 下 部 に 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 す る 場 合 、 遊 技 機 島 １ の 下 部 に 貯 留
タ ン ク を 設 置 す る こ と が 困 難 に な る 。
　 そ こ で 、 本 実 施 形 態 で は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 背 の 高 い 貯 留 タ ン ク ７ を 遊 技 媒 体 処 理 装
置 ５ に 並 べ て 設 置 す る 。 こ の よ う に す る と 、 下 部 に 足 入 れ 空 間 １ ０ が 形 成 さ れ た 遊 技 機 島
１ で あ っ て も 、 所 定 量 の 遊 技 媒 体 を 貯 留 し 、 バ ッ フ ァ 機 能 を 具 備 で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 １ １ に 示 す よ う に 、 貯 留 タ ン ク ７ は 、 背 が 高 い の で 、 大 容 量 で あ り な が ら 、 平 面 積 が
小 さ く 抑 え ら れ て い る 。 貯 留 タ ン ク ７ の 上 側 に は 、 オ ー バ ー フ ロ ー し た 遊 技 媒 体 を 受 け 入
れ る 受 け 入 れ 口 ２ ２ が 形 成 さ れ 、 貯 留 タ ン ク ７ の 下 側 に は 、 貯 留 し た 遊 技 媒 体 を 集 積 部 ４
に 排 出 す る 排 出 口 ２ ３ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 貯 留 タ ン ク ７ 内 に は 、 受 け 入 れ 口 ２ ２ か
ら 流 入 し た 遊 技 媒 体 を 順 次 落 下 ガ イ ド す る 複 数 の 勾 配 ガ イ ド ２ ４ が 設 け ら れ て い る 。 勾 配
ガ イ ド ２ ４ は 、 貯 留 タ ン ク ７ 内 に 左 右 交 互 に 突 出 す よ う に 上 下 方 向 に 並 設 さ れ 、 い わ ゆ る
多 重 勾 配 構 造 の タ ン ク を 構 成 し て い る 。 こ の よ う に す る と 、 貯 留 タ ン ク ７ に 作 用 す る 遊 技
媒 体 の 荷 重 が 分 散 さ れ る だ け で な く 、 貯 留 タ ン ク ７ 内 に お け る 遊 技 媒 体 の 流 れ を 円 滑 に す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 以 上 の よ う に 構 成 さ れ た 本 実 施 形 態 に よ れ ば 、 複 数 の 遊 技 機 ２ が 左 右 方 向 に 並 設 さ れ る
と と も に 、 複 数 の 遊 技 機 ２ か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ を 介 し て 集 積
部 ４ に 集 積 さ せ る 遊 技 機 島 １ で あ っ て 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ
空 間 １ ０ を 形 成 す る に あ た り 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ を 、 足 入 れ 空 間 の 上 方 に 配 置 し た の で
、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ を 備 え る 遊 技 機 島 １ で あ っ て も 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 、 十 分 な 奥 行 き
寸 法 が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 す る こ と が で き る 。
　 こ れ に よ り 、 遊 技 者 は 、 よ り 楽 な 姿 勢 で 遊 技 を 行 う こ と が 可 能 に な る の で 、 遊 技 に よ る
疲 労 を 更 に 軽 減 で き る 。
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　 ま た 、 遊 技 機 ２ と 椅 子 ９ の 間 隔 を 縮 め る こ と が で き る の で 、 遊 技 機 島 １ 間 の 通 路 を 広 く
し た り 、 遊 技 機 島 １ の 間 隔 を 縮 め て 遊 技 機 ２ の 設 置 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 遊 技 機 島 １ の 下 部 は 、 モ ジ ュ ー ル 化 さ れ た 下 部 フ レ ー ム １ １ に よ っ て 形 成 さ れ る
の で 、 遊 技 機 島 １ の 下 部 構 造 を 簡 略 化 で き る だ け で な く 、 本 発 明 の 遊 技 機 島 １ を 短 期 間 で
施 工 す る こ と が 可 能 に な る 。
　 ま た 、 下 部 フ レ ー ム １ １ は 、 左 右 方 向 に 連 続 す る 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ と 、 第 一 フ レ ー
ム 要 素 １ ２ か ら 前 後 方 向 に 延 出 す る 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ と を 一 体 的 に 備 え る の で 、 遊 技
機 島 １ に 必 要 な 剛 性 を 確 保 し つ つ 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法 が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成
す る こ と が で き る 。
　 ま た 、 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ や 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ は 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉 を
防 ぐ 仕 切 り 部 材 に 兼 用 さ れ る の で 、 近 隣 遊 技 者 同 士 の 足 の 干 渉 を 防 ぐ こ と が で き る だ け で
な く 、 部 材 の 兼 用 に よ り 構 造 の 簡 略 化 や コ ス ト ダ ウ ン が 図 れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
［ 第 二 実 施 形 態 ］
　 つ ぎ に 、 本 発 明 の 第 二 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 に つ い て 、 図 １ ２ 及 び 図 １ ３ を 参 照 し て
説 明 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て 、 上 述 し た 第 一 実 施 形 態 と 共 通 の 構 成 に つ い て は 、
第 一 実 施 形 態 と 同 一 符 号 を 付 し 、 対 応 す る 説 明 を 援 用 す る 。
　 図 １ ２ は 、 本 発 明 の 第 二 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 斜 視 図 、 図 １ ３ は 、 本 発 明 の 第 二 実
施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 本 発 明 の 第 二 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 は 、 下 部 フ レ ー ム １ １
の 構 成 が 第 一 実 施 形 態 と 相 違 し て お り 、 具 体 的 に は 、 遊 技 機 ２ 単 位 で 足 入 れ 空 間 １ ０ を 仕
切 る 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ が 省 か れ て い る 。
　 こ の 場 合 、 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ は 、 島 端 の 妻 板 １ ０ １ と 、 島 中 央 部 の 集 積 部 ４ に な り
、 こ れ ら の 妻 板 １ ０ １ と 集 積 部 ４ と で 構 成 さ れ る 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ で 遊 技 機 島 １ の 前
後 方 向 の 剛 性 を 確 保 す る よ う に な っ て い る 。
　 こ の よ う な 構 成 に よ り 、 第 一 実 施 形 態 に 比 べ 、 す っ き り と し た デ ザ イ ン が 実 現 す る だ け
で な く 、 足 入 れ 空 間 １ ０ 内 の 清 掃 が 容 易 に な る と い う 利 点 が あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
［ 第 三 実 施 形 態 ］
　 つ ぎ に 、 本 発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 に つ い て 、 図 １ ４ ～ 図 １ ６ を 参 照 し て 説
明 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て も 、 上 述 し た 第 一 実 施 形 態 と 共 通 の 構 成 に つ い て は 、
第 一 実 施 形 態 と 同 一 符 号 を 付 し 、 対 応 す る 説 明 を 援 用 す る 。
　 図 １ ４ は 、 本 発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 １ ５ は 、 本
発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 １ ６ は 、 本 発 明 の 第 三 実 施
形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 １ は 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ を 足
入 れ 空 間 １ ０ の 下 方 に 配 置 し た 点 が 前 記 実 施 形 態 と 相 違 し て い る 。
　 具 体 的 に は 、 下 部 フ レ ー ム １ １ に お け る 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ の 下 方 に 左 右 方 向 に 沿 う
空 間 を 確 保 し 、 こ こ に 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ を 配 置 す る 。
　 ま た 、 下 部 フ レ ー ム １ １ に お け る 第 一 フ レ ー ム 要 素 １ ２ と 第 二 フ レ ー ム 要 素 １ ３ の 交 点
部 分 に は 、 遊 技 媒 体 が 落 下 可 能 な 落 下 パ イ プ ２ ５ を 埋 設 し 、 ア ウ ト タ ン ク １ ９ か ら 排 出 さ
れ る 遊 技 媒 体 を 、 落 下 パ イ プ ２ ５ を 介 し て 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ の 搬 送 ベ ル ト １ ８ 上 に 落 下
さ せ る 。
　 搬 送 ベ ル ト １ ８ 上 に 落 下 し た 遊 技 媒 体 は 、 集 積 部 ４ の 側 部 ま で 水 平 搬 送 さ れ 、 こ こ に 設
け ら れ る 揚 送 機 ２ ６ に よ っ て 集 積 部 ４ の 上 方 ま で 揚 送 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 こ の よ う に 構 成 し て も 、 前 記 実 施 形 態 と 同 様 に 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 、 十 分 な 奥 行 き 寸 法
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が 確 保 さ れ た 足 入 れ 空 間 １ ０ を 形 成 で き る 。
　 ま た 、 下 部 フ レ ー ム １ １ に フ ッ ト レ ス ト ２ ７ を 形 成 し 、 フ ッ ト レ ス ト ２ ７ 内 に 遊 技 媒 体
回 収 装 置 ３ の 配 置 空 間 を 形 成 す れ ば 、 下 部 フ レ ー ム １ １ に フ ッ ト レ ス ト ２ ７ を 追 加 で き る
。
　 ま た 、 フ ッ ト レ ス ト ２ ７ を 開 閉 自 在 に す れ ば 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ の 配 置 空 間 を 開 放 し
、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ の メ ン テ ナ ン ス が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
［ 第 四 実 施 形 態 ］
　 つ ぎ に 、 本 発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 に つ い て 、 図 １ ７ ～ 図 １ ９ を 参 照 し て 説
明 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て も 、 上 述 し た 第 一 実 施 形 態 と 共 通 の 構 成 に つ い て は 、
第 一 実 施 形 態 と 同 一 符 号 を 付 し 、 対 応 す る 説 明 を 援 用 す る 。
　 図 １ ７ は 、 本 発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 １ ８ は 、 本
発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 正 面 図 、 図 １ ９ は 、 本 発 明
の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 部 分 拡 大 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 １ は 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 の 構 成
が 前 記 実 施 形 態 と 相 違 し て い る 。 具 体 的 に 説 明 す る と 、 第 四 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置
２ ８ は 、 遊 技 機 単 位 で 構 成 さ れ 、 遊 技 機 ２ か ら 排 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 集 積 部 ４ に 向 け て 傾
斜 誘 導 す る 個 別 樋 ２ ９ と 、 当 該 個 別 樋 ２ ９ の 終 端 部 に 到 達 し た 遊 技 媒 体 を 下 流 個 別 樋 ２ ９
の 始 端 部 ま で 搬 送 す る 台 間 搬 送 機 構 ３ ０ と を 備 え て 構 成 さ れ る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ２ ８ を 足 入 れ 空 間 １ ０ の 上 方 に 配 置 し て も 、 遊 技
機 ２ か ら 排 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 確 実 に 集 積 部 ４ に 集 積 で き る 。
　 し か も 、 個 別 樋 ２ ９ と 台 間 搬 送 機 構 ３ ０ は 、 遊 技 機 単 位 で モ ジ ュ ー ル 化 が 可 能 な の で 、
遊 技 機 ２ の 設 置 台 数 が 相 違 す る 遊 技 機 島 １ に 柔 軟 に 対 応 で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 台 間 搬 送 機 構 ３ ０ と し て は 、 任 意 の 搬 送 方 式 を 適 用 で き る 。 例 え ば 、 本 実 施 形 態 の 台 間
搬 送 機 構 ３ ０ は 、 外 周 部 に 弾 性 を 有 す る ウ レ タ ン ゴ ム ロ ー ラ な ど の 搬 送 ロ ー ラ ３ １ と 、 搬
送 ロ ー ラ ３ １ の 外 周 面 と 所 定 間 隔 を 介 し て 対 向 す る 円 弧 状 の 搬 送 ガ イ ド ３ ２ と を 備 え 、 搬
送 ロ ー ラ ３ １ の 回 転 駆 動 に 応 じ て 、 搬 送 ロ ー ラ ３ １ の 外 周 で 遊 技 球 を 搬 送 ガ イ ド ３ ２ に 押
し 付 け つ つ 、 搬 送 ガ イ ド ３ ２ 上 で 遊 技 球 を 転 動 さ せ る こ と に よ り 、 下 流 の 個 別 樋 ２ ９ ま で
遊 技 球 を 搬 送 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 こ の 場 合 、 搬 送 ロ ー ラ ３ １ は 、 常 時 駆 動 さ せ て
も よ い が 、 台 間 搬 送 機 構 ３ ０ の 上 流 に 溜 っ た 遊 技 媒 体 を セ ン サ で 検 出 し 、 こ の 検 出 に 応 じ
て 搬 送 ロ ー ラ ３ １ を 駆 動 さ せ る よ う に し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 な お 、 遊 技 機 単 位 で 構 成 さ れ る 遊 技 媒 体 回 収 装 置 と し て は 、 本 実 施 形 態 で 示 し た も の に
限 ら ず 、 そ の 他 の 構 成 を 採 用 す る こ と も 可 能 で あ る 。
　 遊 技 機 単 位 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 と し て は 、 本 出 願 人 に よ る 特 願 ２ ０ ０ ５ － ０ ９ ４ ０ ８ ４
で 提 案 さ れ て い る 遊 技 級 搬 送 シ ス テ ム に お け る ス パ イ ラ ル 棒 式 や 振 動 式 ， リ ニ ア モ ー タ 式
等 の 構 成 が あ り 、 本 実 施 形 態 の 回 収 装 置 に 代 え て 、 あ る い は 本 実 施 形 態 の 回 収 装 置 と 併 用
し て 、 こ れ ら 他 の 回 収 装 置 構 成 を 採 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
［ 第 五 実 施 形 態 ］
　 つ ぎ に 、 本 発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 に つ い て 、 図 ２ ０ ～ 図 ２ ２ を 参 照 し て 説
明 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て も 、 上 述 し た 第 一 実 施 形 態 と 共 通 の 構 成 に つ い て は 、
第 一 実 施 形 態 と 同 一 符 号 を 付 し 、 対 応 す る 説 明 を 援 用 す る 。
　 図 ２ ０ は 、 本 発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ２ １ は 、 本
発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ２ ２ は 、 本 発 明 の 第 五 実 施
形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 正 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 １ は 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 の 構 成
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が 前 記 実 施 形 態 と 相 違 し て い る 。 具 体 的 に 説 明 す る と 、 第 五 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置
３ ３ は 、 遊 技 媒 体 を 集 積 部 ４ に 向 け て 傾 斜 誘 導 す る 共 通 樋 ３ ４ と 、 遊 技 機 ２ か ら 排 出 さ れ
る 遊 技 媒 体 を 共 通 樋 ３ ４ 上 に 揚 送 す る 揚 送 機 ３ ５ と を 備 え て 構 成 さ れ て い る 。
　 こ の よ う に す る と 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ ３ を 足 入 れ 空 間 １ ０ の 上 方 に 配 置 し て も 、 遊 技
機 ２ か ら 排 出 さ れ た 遊 技 媒 体 を 確 実 に 集 積 部 ４ に 集 積 で き る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 し か も 、 本 実 施 形 態 で は 、 遊 技 機 ２ 単 位 で 揚 送 機 ３ ５ を 設 置 し て い る の で 、 仮 に 揚 送 機
３ ５ が 故 障 し て も 、 他 の 遊 技 機 ２ に つ い て は 、 故 障 の 影 響 を 受 け る こ と な く 、 遊 技 媒 体 の
回 収 を 継 続 す る こ と が で き る 。
　 な お 、 揚 送 機 ３ ５ と し て は 、 任 意 の 搬 送 方 式 を 適 用 で き る 。 例 え ば 、 特 開 平 ８ － ５ ７ １
２ ８ 号 公 報 に 記 載 さ れ る 送 球 装 置 を 用 い 、 計 数 機 能 付 き の 揚 送 機 ３ ５ を 構 成 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
［ 第 六 実 施 形 態 ］
　 つ ぎ に 、 本 発 明 の 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 に つ い て 、 図 ２ ３ 及 び 図 ２ ４ を 参 照 し て
説 明 す る 。 な お 、 本 実 施 形 態 に お い て も 、 上 述 し た 第 一 実 施 形 態 と 共 通 の 構 成 に つ い て は
、 第 一 実 施 形 態 と 同 一 符 号 を 付 し 、 対 応 す る 説 明 を 援 用 す る 。
　 図 ２ ３ は 、 本 発 明 の 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 、 図 ２ ４ は 、 本
発 明 の 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 機 を 示 す 背 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 こ れ ら の 図 に 示 す よ う に 、 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 ３ ６ は 、 遊 技 機 ３ ７ と し て ス ロ
ッ ト マ シ ン が 設 置 さ れ る 点 が 前 記 実 施 形 態 と 相 違 し て い る 。
　 こ の よ う な 遊 技 機 島 ３ ６ で も 、 遊 技 機 ２ の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ 空 間 １
０ を 形 成 す る に あ た り 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ ８ を 、 足 入 れ 空 間 １ ０ の 上 方 又 は 下 方 に 配 置
す る こ と に よ り 、 前 記 実 施 形 態 と 同 様 の 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 第 六 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ ８ と し て は 、 第 一 実 施 形 態 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ と
同 様 に 、 ベ ル ト コ ン ベ ア 方 式 の 水 平 搬 送 機 構 を 用 い る こ と が で き る 。 遊 技 機 ３ ７ は 、 メ ダ
ル を 貯 留 す る ホ ッ パ ３ ９ を 備 え 、 ホ ッ パ ３ ９ の オ ー バ ー フ ロ ー 口 ４ ０ に は 、 遊 技 機 ３ ７ の
裏 面 に 形 成 さ れ る 開 口 ４ １ を 介 し て 、 遊 技 媒 体 回 収 装 置 ３ ８ の 搬 送 ベ ル ト ４ ２ 上 ま で 至 る
シ ュ ー ト ４ ３ が 設 け ら れ る 。
　 こ れ に よ り 、 各 遊 技 機 ３ ７ か ら 排 出 さ れ た オ ー バ ー フ ロ ー メ ダ ル を 集 積 部 に 集 積 さ せ る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 以 上 、 本 発 明 の 遊 技 機 島 に つ い て 、 好 ま し い 実 施 形 態 を 示 し て 説 明 し た が 、 本 発 明 に 係
る 遊 技 機 島 は 、 上 述 し た 実 施 形 態 に の み 限 定 さ れ る も の で は な く 、 本 発 明 の 範 囲 で 種 々 の
変 更 実 施 が 可 能 で あ る こ と は 言 う ま で も な い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 本 発 明 は 、 パ チ ン コ 機 、 ス ロ ッ ト マ シ ン な ど の 遊 技 機 が 設 置 さ せ た 遊 技 機 島 に 適 用 で き
、 特 に 、 遊 技 機 の 下 方 に 、 遊 技 者 の 足 が 入 り 込 む 足 入 れ 空 間 を 備 え た 遊 技 機 島 に 好 適 で あ
る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 （ 自 動 吸 殻 処 理 機 な し ） を 側 面 か ら 見 た 断
面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 （ 自 動 吸 殻 処 理 機 あ り ） を 側 面 か ら 見 た 断
面 図 で あ る 。
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【 図 ５ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ １ ） を 示 す 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ ２ ） を 示 す 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ ３ ） を 示 す 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム （ ４ ） を 示 す 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 部 分 正 面 図 で あ
る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 断 面 図 で あ る
。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 第 一 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 貯 留 タ ン ク を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 第 二 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 第 二 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 本 発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 本 発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 本 発 明 の 第 三 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 下 部 フ レ ー ム を 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 本 発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ８ 】 本 発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 正 面 図 で あ る
。
【 図 １ ９ 】 本 発 明 の 第 四 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 部 分 拡 大 図 で
あ る 。
【 図 ２ ０ 】 本 発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 正 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ １ 】 本 発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 本 発 明 の 第 五 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 媒 体 回 収 装 置 を 示 す 正 面 図 で あ る
。
【 図 ２ ３ 】 本 発 明 の 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 を 側 面 か ら 見 た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ４ 】 本 発 明 の 第 六 実 施 形 態 に 係 る 遊 技 機 島 の 遊 技 機 を 示 す 背 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
１ 　 遊 技 機 島
２ 　 遊 技 機
３ 　 遊 技 媒 体 回 収 装 置
４ 　 集 積 部
９ 　 椅 子
１ ０ 　 足 入 れ 空 間
１ １ 　 下 部 フ レ ー ム
１ ２ 　 第 一 フ レ ー ム 要 素
１ ３ 　 第 二 フ レ ー ム 要 素
１ ９ 　 ア ウ ト タ ン ク
２ ６ 　 揚 送 機
２ ８ 　 遊 技 媒 体 回 収 装 置
２ ９ 　 個 別 樋
３ ０ 　 台 間 搬 送 機 構
３ ３ 　 遊 技 媒 体 回 収 装 置
３ ４ 　 共 通 樋
３ ５ 　 揚 送 機
３ ６ 　 遊 技 機 島
３ ７ 　 遊 技 機
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３ ８ 　 遊 技 媒 体 回 収 装 置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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